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第１ 請求の概要と受理 

 

１ 請求人 
 

 

Ａ 

    

   Ｂ 

 
 
２ 請求書の提出 

 
令和３年４月 30 日 

 

３ 請求の概要 

杉並区立杉並芸術会館（座・高円寺）は、地方自治法第 244 条第１項に基づく

「公の施設」として設置された区立施設であり、設置の当初より特定非営利活動

法人劇場創造ネットワークを指定管理者に指定し、施設の管理運営（指定管理業

務）を行わせている。 

指定管理業務の遂行に必要な費用（指定管理料）は、杉並区と指定管理者との

間で締結された杉並区立杉並芸術会館の管理に関する年度協定書に基づいて支

払われている。   

例えば、平成 31 年度（令和元年度）は３億 937 万円が支払われていたが、そ

の指定管理業務収支報告書（芸術文化普及振興事業決算を含む。）は、杉並区の決

算とも特定非営利活動法人劇場創造ネットワークの決算とも食い違いがあるこ

とが確認され、疑問が尽きない。 

よって、請求人は、杉並区長に対し、①過去５年にわたる指定管理業務収支計

算書（芸術文化普及振興事業決算を含む。）の黒塗り非公開を改めたうえで、②特

定非営利活動法人劇場創造ネットワークに適正な収支報告を行わせるとともに、

③本来支出する必要のない公金支出を区に返還させるなど必要な措置を講ずる

よう勧告することを監査委員に求める。 

詳細については、請求人が提出した職員措置請求書（別紙１－１）のとおりで

ある。 

 
 
４ 請求の受理 

 
     本件監査請求は、令和３年５月 14 日の監査委員会議において、監査委員４名

（上原和義監査委員、三浦仁監査委員、内山忠明監査委員及び小川宗次郎監査

委員）の合議により、地方自治法第 242 条所定の要件を具備しているものと判断

し、受理することに決定し、請求人には、同年５月 18 日付けで文書によりこの旨

を通知した。 

    なお、令和３年５月 19 日付けで小川宗次郎監査委員が退任し、同年５月 20 日

付けで、吉田愛監査委員が就任した。 
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第２ 監査の実施  

１ 証拠の提出 
 

請求人に対して、地方自治法第 242 条第７項の規定に基づき、証拠の提出及び

陳述の機会を設けた。 

令和３年５月 24 日に、請求人から、追加の証拠（別紙１－２）の提出として、

同年３月４日の予算特別委員会（区民生活分科会）での区民生活部文化・交流課

長の答弁（特定非営利活動法人劇場創造ネットワーク（以下「本件ＮＰＯ法人」

という。）職員への退職金共済掛金の支出については、杉並区立杉並芸術会館条

例（以下「条例」という。）第 18 条で定める杉並区立杉並芸術会館の管理に関す

る基本協定書（以下「基本協定書」という。）第 27 条第 1項の指定管理料（以下

「指定管理料」という。）からは支出しておらず同法人の会計の中から支出して

いるとの答弁）及び同年３月９日の予算特別委員会（文教分科会）での同課長の

答弁（指定管理料から支出していないとした答弁は誤りで、当該年度に在職した

職員の退職金共済掛金を指定管理料から支払うことは差支えなく本来、給与手当

に含めるべきものを誤って保険料に含めていたとの答弁）の音声反訳並びに令和

元年度決算に基づく「杉並区区立施設長寿命化方針」の施設別コスト計算で、杉

並区立杉並芸術会館（以下「杉並芸術会館」という。）について杉並区（以下「区」

という。）が支出した指定管理料が、309,372,000 円になっていることが記載され

た同方針の写しが提出された。 

   なお、請求人の陳述聴取については、令和３年５月 14 日にその候補日を提示

したところ、同年５月17日に請求人から陳述しない旨の回答があったことから、

同年５月 18 日に本件監査においては実施しないことに決定した。 
  
２ 監査対象事項 

 
   請求人は、区に提出された杉並芸術会館指定管理業務収支計算書及び芸術文化

普及振興事業決算書（以下「区収支報告書」という。）は、区の決算とも東京都

（以下「都」という。）に提出した活動計算書（以下「都収支報告書」という。）

とも食い違いがあるので、区収支報告書の黒塗り非公開を改めた上で、本件ＮＰ

Ｏ法人に適正な収支報告を行わせ不要であった公金支出を区に返還させること

を主張するとともに、杉並区長（以下「区長」という。）の判断及び不作為並びに

裁量権の逸脱濫用がみられ違法不当は明らかであるなどと主張していることか

ら、指定管理料の支出（平成 27 年度から令和元年度までの支出）について、そ

の違法性・不当性の有無等を調査し、それらを踏まえて監査結果を導くこととし

た。 
  
３ 対象部局とその抗弁要旨 

 
区民生活部文化・交流課を本件監査の対象部局とし、抗弁書の提出を求め、令

和３年５月 21 日に区長の抗弁書（以下「抗弁書」という。）の提出を受けるとと

もに、同年５月 25 日に説明聴取を行った。 

   抗弁書は、別紙２－１のとおりである。 

また、抗弁書の記載内容の一部に誤りがあったこと及び追加の資料を提出する

ため、同年５月 27 日付けで修正及び追加の資料（別紙２－２）の提出を受けた。 
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第３ 監査の結果 

 

１ 結 論 
  

本件監査請求については、令和３年６月 28 日に監査委員４名（上原和義監査

委員、三浦仁監査委員、内山忠明監査委員及び吉田愛監査委員）の合議により、

次のように決定した。 
 
  本件監査請求には、理由がないものと認められるので、これを棄却する。 

 

 ２ 事実認定  

（１）本件ＮＰＯ法人は、条例第 14 条第１項及び杉並区立杉並芸術会館条例施行

規則（以下「規則」という。）第 15 条第１項に基づく公募型プロポーザル（以

下「公募型プロポーザル」という。）の実施後、条例第 14 条第３項により平成

22 年 12 月７日の杉並区議会本会議（以下「本会議」という。）で議案第 72 号

「杉並区立杉並芸術会館の指定管理者の指定について」が可決され、杉並芸術

会館の指定管理者に指定された（指定期間は、平成23年４月１日から５年間）。 
  
（２）区と本件ＮＰＯ法人は、平成 23 年３月 30 日付けで、基本協定書を締結した。 

  
（３）区と本件ＮＰＯ法人は、基本協定書第 26 条第４項により、平成 27 年４月１

日付けで、平成 27 年度の杉並区立杉並芸術会館の管理に関する年度協定書（以

下「年度協定書」という。）を締結した。 

また、年度協定書別紙で、指定管理料として「芸術文化の普及振興事業の実

施に関する業務」（以下「芸術文化実施業務」という。）38,486,000 円及び「施

設の運営管理に関する業務」（以下「運営管理業務」という。）225,458,920 円

を、それぞれ分割して四半期ごとに支払うことが定められた。 
  
（４）区は、年度協定書に基づき平成 27 年４月、７月、10 月及び平成 28 年１月に

指定管理料を支出した。 
  
（５）本件ＮＰＯ法人は、平成 27 年７月、10 月、平成 28 年１月及び同年４月に、

基本協定書第 21 条（平成 28 年度以降は第 22 条）第５項による四半期報（以

下「四半期報」という。）を区に提出した。また、平成 28 年５月 31 日付けで、

平成 27 年度の条例第 17 条及び規則第 16 条による事業報告書（以下「事業報

告書」という。）を区に提出した。 
  
（６）本件ＮＰＯ法人は、公募型プロポーザルの実施後、条例第 14 条第３項によ

り平成 28 年３月 13 日の本会議で議案第 33 号「杉並区立杉並芸術会館の指定

管理者の指定について」が可決され、杉並芸術会館の指定管理者に指定された

（指定期間は、平成 28 年４月１日から５年間）。 
  
（７）区と本件ＮＰＯ法人は、平成 28 年３月 31 日付けで、基本協定書を締結した。 

  
（８）区と本件ＮＰＯ法人は、基本協定書第 27 条第４項により、平成 28 年４月１

日付けで、平成 28 年度の年度協定書を締結した。 

また、年度協定書別紙で、指定管理料として、芸術文化実施業務 47,000,000
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円及び運営管理業務 239,903,340 円を、それぞれ分割して四半期ごとに支払う

ことが定められた。 
  
（９）区は、年度協定書に基づき平成 28 年５月、７月、10 月及び平成 29 年１月に

指定管理料を支出した。 
  
（10）本件ＮＰＯ法人は、平成 28 年７月、10 月、平成 29 年１月及び同年４月に四

半期報を区に提出した。また、平成 29 年５月 31 日付けで平成 28 年度の事業

報告書を区に提出した。 
  
（11）区と本件ＮＰＯ法人は、基本協定書第 27 条第４項により、平成 29 年４月１

日付けで、平成 29 年度の年度協定書を締結した。 

また、年度協定書別紙で、指定管理料として、芸術文化実施業務 45,600,000

円及び運営管理業務 240,219,176 円を、それぞれ分割して四半期ごとに支払う

ことが定められた。 
  
（12）区は、年度協定書に基づき平成 29 年４月、７月、10 月及び平成 30 年１月に

指定管理料を支出した。 
  
（13）本件ＮＰＯ法人は、平成 29 年７月、10 月、平成 30 年１月及び同年３月に四

半期報を区に提出した。また、平成 30 年５月 31 日付けで平成 29 年度の事業

報告書を区に提出した。 
  
（14）区と本件ＮＰＯ法人は、基本協定書第 27 条第４項により、平成 30 年４月１

日付けで、平成 30 年度の年度協定書を締結した。 

また、年度協定書別紙で、指定管理料として、芸術文化実施業務 45,600,000

円及び運営管理業務 250,928,376 円を、それぞれ分割して四半期ごとに支払う

ことが定められた。 
  
（15）区は、年度協定書に基づき平成 30 年５月、７月、10 月及び平成 31 年１月に

指定管理料を支出した。 
  
（16）本件ＮＰＯ法人は、平成 30 年７月、10 月、平成 31 年１月及び同年３月に四

半期報を区に提出した。また、令和元年５月 20 日付けで平成 30 年度の事業報

告書を区に提出した。 
  
（17）区と本件ＮＰＯ法人は、基本協定書第 27 条第４項により、平成 31 年４月１

日付けで、令和元年度の年度協定書を締結した。 

また、年度協定書別紙で、指定管理料として、芸術文化実施業務 47,400,000

円及び運営管理業務 251,871,067 円を、それぞれ分割して四半期ごとに支払う

ことが定められた。 
  
（18）区は、年度協定書に基づき令和元年５月、７月、10 月及び令和２年１月に指

定管理料を支出した。 
  
（19）本件ＮＰＯ法人は、令和元年７月、10 月、令和２年１月及び同年３月に四半

期報を区に提出した。また、令和２年３月 31 日付けで令和元年度の事業報告

書を区に提出した。 
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（20）令和２年３月 31 日に、区と本件ＮＰＯ法人は、新型コロナウイルス感染症

拡大防止対策に係る杉並芸術会館休館に伴う指定管理者の損害等に関する覚

書を締結し、同年５月 22 日に当該損害等に係る補填金（以下「補填金」とい

う。）10,100,921 円が支出された。 
   
（21）令和元年度の杉並芸術会館の指定管理料の支出額（決算額）は、309,371,988

円であり、内訳は、指定管理料（299,271,067 円）と補填金（10,100,921 円）

である。 

 

３ 判 断 
 

請求人は、区が支出した指定管理料には、違法又は不当な公金支出があるため、

当該支出分については、本件ＮＰＯ法人から返還させるなど必要な措置を講ずる

よう求めていることから、区が支出した平成 27 年度から令和元年度までの指定

管理料について、その違法性・不当性の有無を以下、判断する。 
   
（１）黒塗り部分の開示等について 

請求人の情報公開請求に対して区が非公開情報と決定したことに、不服があ

ることについては、住民監査請求の対象となる財務会計上の行為ではなく、行

政不服審査法に基づく審査請求又は訴訟の手続により解決を図るべきものと

判断する。以下、その理由を述べる。 
 
杉並区情報公開条例第６条第１項では、実施機関の管理する情報は、原則公

開とするとし、同項第３号で、法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方

公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。）に関する情報

であって、公開することにより当該法人等に著しい不利益を与えると認められ

るものについては、公開の対象から除いている。また、同条例第 13 条の２で、

処分に不服がある場合は、行政不服審査法の規定に基づく審査請求ができるこ

とが規定されている。 
 
ただし、本請求に係る芸術文化普及振興事業の各公演事業費の内訳等の黒塗

り部分（以下「本件黒塗り部分」という。）について、情報を開示しなければ、

公金の支出の全貌が把握できないと主張していることから、杉並芸術会館の指

定管理業務（以下「指定管理業務」という。）の収入計上額、指定管理料収入及

び利用料金収入額の妥当性並びに都収支報告書と区収支報告書との差額（人件

費、芸術文化普及振興事業（協賛金）及び法人税）について、それぞれ、本請

求を判断する上で支障があるか確認し、結果を導くため必要である事項は、区

から報告を受け判断することとした。 
 
本件黒塗り部分の開示については、上述のとおりであるが、区収支報告書に

係る違法性・不当性の有無の判断については、（２）の中で述べることとする。 

なお、令和３年５月 27 日の監査委員会議で、監査委員４名（上原和義監査

委員、三浦仁監査委員、内山忠明監査委員及び吉田愛監査委員）は、区から

提出された事業報告書（平成 27 年度から令和元年度まで）の原本を閲覧した

ことを付言しておく。 
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（２）指定管理業務に係る都・区収支報告書の差額について 
 

ア 令和元年度の区決算額と都収支報告書の指定管理料収入の差について 【１】 

請求人は、令和元年度の区決算額（指定管理業務）の収入は、309,373,000

円であるが、都収支報告書の指定管理料収入は299,271,067円となっており、

区の支出額が 10,101,933 円上回っており、区の損害額と判断するほかない

と主張する。 

令和元年度の指定管理料に係る区決算額の 309,373,000 円は、計画値であ

り、上記２（21）のとおり、309,371,988 円が区決算額である。 

計画値と区決算額の差額は、1,012 円となる。区決算額 309,371,988 円と

都収支報告書の指定管理料収入 299,271,067 円との差額 10,100,921 円は、

上記２（20）のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響による休館に伴う

指定管理者の損害等の区負担分として区が支出した補填金である。補填金

10,100,921 円に上記差額 1,012 円を合わせると 10,101,933 円となり、金額

は一致する。よって区の損害は認められない。 

 

イ 指定管理料（芸術事業）の収入報告がないことについて 

請求人は、平成 30 年度の本件ＮＰＯ法人が提出した杉並芸術会館芸術文

化普及振興事業決算書（以下「区芸術事業収支報告書」という。）の「区補

助金」が 45,600,000 円となっているが、都への報告には一切そのような報

告はされていない。他の年度も同様であると主張する。 

これは、区芸術事業収支報告書の収入の中には、「指定管理料」という科

目名では計上されておらず、「区補助金」の科目名で計上されているが、「区

補助金」と記載された欄は、本来「指定管理料（芸術文化普及振興事業）」

として計上すべき欄であった。 

平成 27 年度から令和元年度までの年度協定書で定める指定管理料につい

ては、上記２(４)、(９)、(12)、(15)及び(18)のとおり「運営管理業務」と

「芸術文化実施業務」に対して支出されている。 

上記年度協定書の「芸術文化実施業務」で定められた支払金額は、いずれ

の年度も区芸術事業収支報告書の「区補助金」の金額と一致している。 

したがって、「芸術文化実施業務」に対して支出した「指定管理料」は、

区芸術事業収支報告書の「区補助金」に該当する。 

また、都への報告については、例えば、平成 30 年度の都収支報告書の指定

管理料収入は、296,528,376 円であるが、年度協定書で定めた指定管理料

45,600,000 円（芸術文化実施業務）と 250,928,376 円（運営管理業務）との

合計額は、都収支報告書の指定管理料収入と一致する。 

ただし、区は、区芸術事業収支報告書に誤りがあれば修正するよう本件Ｎ

ＰＯ法人に求めるべきであったところ、少なくとも５年間は修正されていな

かったことは、不適切である。 

 

ウ 都・区収支報告書（助成金・協賛金等）の差額について【16】【11,13,14,20】 

都収支報告書は、特定非営利活動促進法第 29 条及び都の特定非営利活動
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促進法施行条例第 4 条に基づき知事に提出することが義務付けられた報告で

あり、自主事業の収支報告を含む本件ＮＰＯ法人に関する全事業の収支報告

となっているのに対し、区収支報告書は、区の指定管理業務の収支報告であ

り、当該自主事業の収支報告を含まない報告となっているものである。  

請求人は、都収支報告書と区収支報告書の差額について合理的な説明がつ

かないと主張するが、次ページの表１のように整理すると理解することがで

きる。なお、表１は、請求人の理解の便宜のために作成したものである。 

区に提出された平成27年度から平成30年度までの区芸術事業収支報告書

については、報告すべき助成金の一部が未計上であることが判明し、各年度

の区芸術事業収支報告書は、誤った報告をしていたことが認められた。 

区によれば、未計上の助成金について、本件ＮＰＯ法人は、平成 27 年度

から平成 30年度までの間に実施した公演事業に係る助成金の中で事業費とし

て必要となる出演費や文芸費、音楽費等は、「公演費」及び「派遣費」として助

成金にしていたが、光熱費等の「一般管理費」については、性質が異なるため

指定管理業務には当たらないと判断し、自主事業の収入としていたものである。 

当該助成金の一部が未計上であったことにより区の支出額に影響を及ぼすかと

いう点については、指定管理料の算定が支出額に基づき算定されているため、収

入額の異同は影響を与えない。過年度分の指定管理料にも影響を与えていない。 

ただし、区への報告に誤りがある以上、修正した平成 27 年度から平成 30 年度

までの区芸術事業収支報告書を区に提出すべきである。 

また、請求人は、都収支報告書で平成 30 年度の助成金収入を事業収入と

は別に計上している一方で、区収支報告書では、区芸術事業収支報告書の中

の「助成金・協賛金」という項目で、国や公共団体から受けた「助成金」と

企業・個人から受けた「協賛金」とを合算して計上し、その額は 63,179,756

円となっており、都収支報告書の「助成金収入」63,167,617 円を差し引くと

協賛金収入は 12,139 円となり、社会通念に照らしても不自然であると主張

する。 

平成 30 年度の都収支報告書の「事業収入（文化芸術振興）」と「助成金収

入」の合計額と、区収支報告書の「チケット・参加費・提携収入」と「助成

金・協賛金」の合計額の差額 12,139 円が生じていることについては、請求人

の主張のとおりである。 

しかしながら、先に述べた未計上の助成金があったことを考慮すると、以

下のようになる。 

平成 30 年度の区芸術事業収支報告書の「助成金・協賛金」63,179,756 円

の内訳は、表１の「助成金」60,879,756 円と、「協賛金（対価性の低いもの）」

170,000 円と「協賛金（対価性の高いもの）」2,130,000 の合計額になる。 

また、都収支報告書の「助成金収入」63,167,617 円の内訳は、表１の「助

成金」60,879,756 円、先に述べた「未計上の助成金」2,117,861 円及び「協

賛金（対価性の低いもの）」170,000円の合計額になり、差し引くと差額12,139

円になる。また、区収支報告書に計上されている「協賛金（対価性の高いも

の）」2,130,000 円は、都収支報告書では、「事業収入（文化芸術振興）」の
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中に含まれている。 

区芸術事業収支報告書「助成金・協賛金」に、「未計上の助成金」2,117,861

円を加えると、合計額は、65,297,617 円となる。また、都収支報告書の「助

成金」63,167,617 円に、「事業収入（文化芸術振興）」の中に含まれている

「協賛金（対価性の高いもの）」2,130,000 円を加えると合計額は、65,297,617

円となり一致し、差額は生じていない。 

なお、本件ＮＰＯ法人の経理担当者は、助成金を、対価性の高いものと低

いものに分けて、対価性の高いものは、都収支報告書の「事業収入（文化芸

術振興）」に、対価性の低いものは、同じく「助成金収入」に分け計上して

いる。 

このことが都・区収支報告書の整合性を理解する上で支障の一つとなって

いると思われるが、本件ＮＰＯ法人の所轄庁（都）への収支報告について、

対価性の高いものと低いものを収支報告上どのように仕訳するかについて

は、法令上、特段の定めはなく、内閣府が作成した「特定非営利活動促進法

に係る諸手続の手引き」においても記載はされてないことから、本件ＮＰＯ

法人の経理担当者が上記判断により、協賛金を「助成金収入」と「事業収入

（文化芸術振興）」に振り分けて計上したとしても、それをもって当該担当

者がした行為に違法性があったとは認められない。 

以上のことから、都・区収支報告書の差額（助成金・協賛金等）による違

法又は不当な公金支出は認められない。 

 

表１  

○区収支報告書                                      (円) 

区（科目） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

助成金 50,036,184  63,106,619  55,340,550  60,879,756  52,484,340  

未計上助成金 1,101,518  1,622,054  1,521,953  2,117,861  0  

協賛金 
対価性が低いもの 450,000  100,000  180,000  170,000  220,000  

対価性が高いもの 2,160,000  2,130,000  2,000,000  2,130,000  2,000,000  

チケット・参加費・提携収入 56,463,116  39,231,062  46,064,766  40,066,585  45,750,363  

計 110,210,818  106,189,735  105,107,269  105,364,202  100,454,703  

 

○都収支報告書                                      (円) 

都（科目） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

助成金 

収入 

助成金 50,036,184  63,106,619  55,340,550  60,879,756  34,832,200 

区では未計上分 1,101,518  1,622,054  1,521,953  2,117,861  0 

  協賛金（対価性が低いもの） 450,000  100,000  180,000  170,000  220,000 

   （小計） 51,587,702  64,828,673  57,042,503  63,167,617  35,052,200 

事業収入 
(文化) 

協賛金（対価性が高いもの） 2,160,000  2,130,000  2,000,000 2,130,000 2,000,000 

チケット・参加費・提携収入 56,463,116  39,231,062  46,064,766  40,066,585  63,402,503 

計 110,210,818  106,189,735  105,107,269  105,364,202  100,454,703  
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＜表１の構成＞ 

表１は、区収支報告書と都収支報告書の助成金・協賛金等について、調査し比較

した表である。令和元年度を例にとって説明する。 

 

＜表（区収支報告書）＞ 

・「区芸術事業収支報告書」の「助成金・協賛金」54,704,340 円から「協賛金」

2,220,000 円を控除したものが、表１の「助成金」52,484,340 円となる。 

・「協賛金」が２段に分かれているのは、「協賛金」中「対価性の低いもの」と「対

価性の高いもの」があり、都収支報告書では仕訳が異なっていることを示すた

めである。 

・「協賛金」中「対価性の低いもの」とは、その受取の代わりに、チラシ等に企

業名を掲載するもの等が挙げられる。 

・「協賛金」中「対価性の高いもの」とは、その受取の代わりに、チケット等を

渡すもの等が挙げられる。 

・「区芸術事業収支報告書」の「チケット・参加費・提携収入」の合計額 49,445,178

円から、「ＮＰＯからの自己資金」3,694,815 円を引いた額が、表１の「チケッ

ト・参加費・提携収入」の 45,750,363 円となる。 

 

 

＜表（都収支報告書）＞ 

・「助成金収入」が３段に分かれているのは、区収支報告書の「未計上助成金」と

「協賛金（対価性の低いもの）」が、都収支報告書では、「助成金」に含まれてい

ることを示すために３段としている。 

・「事業収入（文化）」が２段に分かれているのは、区収支報告書の「協賛金（対

価性の高いもの）」が、都収支報告書では、「事業収入（文化）」に含まれている

ことを示すために２段としている。 

・「都収支報告書」の「助成金収入」35,052,200 円は、「助成金収入」中「助成

金」34,832,200 円に「協賛金（対価性が低いもの）」220,000 円を足したもの

である。 

・「事業収入（文化）」の「協賛金（対価性が高いもの）」2,000,000 円は区の抗弁

書により確認した数値である。 

・「チケット・参加費・提携収入」の 63,402,503 円は、「都収支報告書」の「事

業収入（文化芸術振興）」72,849,463 円から調査で確認した「自主事業である

事業収入（文化）」の 7,446,960 円を控除し、区の抗弁書により確認した「協

賛金（対価性が高いもの）」2,000,000 円を控除した額である。 

この額は、一公演事業の事業収入 17,652,140 円を含むが、「区収支報告書」に

おいては、この額は「助成金」として計上されている。このため、都・区間で

「助成金」の額と、「チケット・参加費・提携収入」の額が、それぞれ異なるの

である。 

・なお、表１中の以下の項目の金額については、請求人に区から開示された情報

では知ることができず、監査委員が、区の抗弁書から取得し、又は、区に報告を

求めた（調査した）項目である。 
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＜区収支報告書＞ 

・「未計上助成金」（抗弁書及び調査） 

・「協賛金（対価性の低いもの）」（抗弁書） 

・「協賛金（対価性の高いもの）」（抗弁書） 

＜都収支報告書＞ 

・「区では未計上分」（抗弁書、再掲） 

・「協賛金（対価性の低いもの）」（抗弁書、再掲） 

・「協賛金（対価性の高いもの）」（抗弁書、再掲） 

・「自主事業である事業収入（文化）」（調査） 

 

 

エ 退職金共済掛金の支出について【7・9、22～26】 

本件ＮＰＯ法人が、指定管理業務に従事する者（以下「指定管理業務従事者」

という。）に係る退職金共済掛金を支出することについて、違法性・不当性は認

められない。以下、その理由を述べる。  
  
指定管理業務従事者に対して指定管理料の中から退職金共済掛金を支出する

ことについて、地方自治法等の法令に特段の定めはないため、当該支出の判断

は、区と本件ＮＰＯ法人との間で締結された協定書の定めによることになる。 

基本協定書第 14 条では、本件ＮＰＯ法人は、運営管理業務及び芸術文化実施

業務等（以下「本業務」という。）を「実施するため必要な資格および人材を確

保」することが定められており、第 27 条第１項で、区は本業務の実施の対価と

して指定管理料を支払うと定めている。 

基本協定書第 31 条に基づき経理区分された運営管理業務の口座（以下「運営

管理業務口座」という。）には、運営管理業務に係る出入金が行われており、指

定管理料収入、施設利用料金収入及び雑収入分がこの口座の中に入っている。

そして、指定管理業務従事者の退職金共済掛金の支払いは、この口座から行わ

れていた。上記のことから、退職金共済掛金が、指定管理料から支払われている

とまでは言うことができない。 

指定管理料から支払われていたとしても、人材を確保するために、人件費の一

部である退職金共済掛金を支払うことは、基本協定書により行われたものであ

るから不適切であるとは言えない。 

 

（ア） 令和元年度の退職金共済掛金の支出について 

本件ＮＰＯ法人が行った令和元年度の退職金共済掛金の独立行政法人勤

労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部への支払いについては、

基本協定書第 31 条第１項で定める本業務の経理区分のうち、運営管理業務

口座から毎月、指定管理業務従事者分と本件ＮＰＯ法人の自主事業に従事

する職員（以下「自主事業従事者」という。）分が一括で支払われ、その後

３日以内に、本件ＮＰＯ法人本体の口座（以下「ＮＰＯ法人口座」という。）

及びカフェ事業の口座（以下「カフェ口座」という。）から、運営管理業務

口座に、自主事業従事者分の退職金共済掛金が入金されていた。 
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自主事業従事者分の退職金共済掛金を 初に運営管理業務口座から一括

して支払った後、本件ＮＰＯ法人が自主事業従事者分を当該運営管理業務

口座に入金（返金）する形式をとっているが、複数回の支払いを行う煩瑣を

省くためと解せられ、違法性・不当性は認められない。 

 

（イ） 令和元年度の都・区収支報告書（人件費）の差について 【8】 

令和元年度の杉並芸術会館指定管理業務収支計算書の人件費と都収支報

告書の人件費に差額が生じることについては、請求人の主張のとおりであ

る。 

差額が生じているのは、表２のとおり、退職金共済掛金 813,500 円が、区

への報告では、人件費の「給料手当」の中に含まれているためで、都への報

告では、「その他経費」の「保険料」の中に含まれていることにより生じた

ものである。 

 

表２                               （円） 

都：事業費（指定管理） 区：指定管理業務費 差 

給与手当 87,651,300 88,464,800 －813,500 

保険料 1,499,737 686,237 813,500 

合計 89,151,037 89,151,037      0 

 

区への収支報告において、退職金共済掛金を給与手当の中に計上してい

ることについて、一般的には、人件費の中に「退職給付費用」等の科目を設

け計上することが望ましいものであるが、法令等に特段の定めはなく、給与

手当や福利厚生費に含める場合もあるため、給与手当の中に退職金共済掛

金を計上していることについて、違法性・不当性は認められない。 

また、都への収支報告で退職金共済掛金を保険料で計上していることに

ついても、当該計上したことが違法であるとは言えない。 

 

オ 法人税を指定管理料から支出することについて 

指定管理業務に係る法人税を指定管理料から支出することについて、違法性・

不当性は認められない。以下、その理由を述べる。  
  
法人税を指定管理料から支出することについて、地方自治法等の法令に特段

の定めはないため、当該支出の判断は、区と本件ＮＰＯ法人との間で締結された

協定書の定めによることになる。 

基本協定書第 27 条第１項で、区は、本業務の実施の対価として指定管理料を

支払うと定めている。 

先にも述べたとおり運営管理業務口座は、運営管理業務に係る出入金が行わ

れており、指定管理料収入、施設利用料金収入及び雑収入分がこの口座の中に入

っている。法人税の支払いは、この口座から行われていた。 

上記のことから、法人税が、指定管理料から支払われているとまでは言うこと

ができない。 
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指定管理料から支払われていたとしても、指定管理業務により生じた利益に

係る法人税を支払うことは、基本協定書により行われたものであるから不適切

であるとは言えない。 

 

(ア) 平成 30 年度の法人税の支出について 

法人税の納付については、運営管理業務口座から法人税と消費税（以下「法

人税等」という。）を一括で支払い、業務ごとに税引前利益に応じて按分さ

れた額を、芸術文化実施業務の口座（以下「芸術文化実施業務口座」という。）、

カフェ口座及びＮＰＯ法人口座から、それぞれの業務について法人税等を振

替していたものと確認できた。 

平成 30 年度の法人税等は、総額 4,580,000 円であり、内訳は以下の表の

とおりであった。 

 

表３  平成 30 年度法人税等支出内訳   
(円) 

  口座 

 

 

運営管理業務 

口座 

芸術文化実施業務口座 

カフェ口座 
ＮＰＯ法人 

口座 
計 

区 自主事業 

法人税 762,000  ‐67,000 28,000 -464,000  1,235,300  1,494,300  

消費税 621,800  1,201,000 31,400 720,700  510,800  3,085,700  

計 1,383,800  1,134,000 59,400  256,700  1,746,100  4,580,000  

 

税金の支払いについては、令和元年５月 29 日に 4,580,000 円が、運営管

理業務口座から一括で支払われ、同日に、芸術文化実施業務口座から区の事

業分 1,134,000 円、自主事業分 59,400 円、カフェ口座から 256,700 円及び

ＮＰＯ法人口座から 1,746,100 円が運営管理業務口座に振り込まれており、

按分された法人税等の額は確かに一致していた。 

 

（イ） 指定管理料の予算見積の増額について 

平成 27 年度から令和元年度までの本件ＮＰＯ法人が提出した各年度の収

支予算書に基づいて区が立てた予算では、租税公課として「消費税」及び「収

入印紙等」が見積られており、いずれの年度においても法人税は見積もられ

ていなかった。 

このため、請求人が主張する本件ＮＰＯ法人が指定管理業務の支出を大き

く見せたと言うには当たらない。 

 

カ 指定管理者が行った利用料金の減免について 

請求人は、「もし、全ての利用団体から公平に利用料金を得ていないなら、特

定団体に利益供与を行っていることになる」と主張する。しかしながら、本件

ＮＰＯ法人が行った減免の手続及び区への報告に違法性・不当性はなく、また、
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地方自治法第244条第３項が禁じる「不当な差別的取扱い」に該当する事実は

存しないものと判断する。以下、その理由を述べる。 

 

（ア） 指定管理者が実施した減免の実績について 

施設利用の手続きについては、条例第４条第１項で、会館の施設並びに

附帯設備及び備付器具を利用しようとするものは、規則で定めるところ

により区長に申請し、その承認を受けなければならないとし、条例第５

条第４項で、利用料金は指定管理者の収入とし、別表で施設の利用料金

を定めている。 
  
また、利用料金の減免については、条例第６条により、指定管理者は、

規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することがで

きるとし、規則第 10 条第１項各号は、表４の（1）から(7)までとなり、

平成 27 年度から令和２年度までの実績は、表４のとおりである。 
 

表４ 

規則第 10 条第１項に規定されて 

いる減免の種類 

利用実績（コマ数＊） 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

(1) 区が自ら行政目的のために利

用するとき 免除 
73 50 49 67 55 28 

(2) 官公署が直接公益のために利

用するとき ５割 
１ 6 2 1 2 0 

(3) 指定管理者が条例第２条に規

定する事業のために利用するとき 

免除 

4,562 4,541 4,543 4,336 4,256 3,268 

(4) 公共的団体が直接公益のため

に利用するとき ５割 
0 4 0 0 0 0 

(5) 区又は指定管理者との共催で

行う事業のために利用するとき 

免除 

0 3 9 0 2 8 

(6) 区又は指定管理者の後援で行

う事業のために利用するとき 

 ５割 

37 34 29 54 40 6 

(7) 前各号に定めるもののほか、指

定管理者が特に必要と認めたとき 

免除 

0 0 0 0 0 0 

    ＊コマ数とは、施設利用の時間帯枠（午前・午後・夜間）のことをいう。 

 

(1)から(3)までは、いずれも指定管理者が利益供与できるような「特定団

体」ではなく、(4)についても非公務員型の公法人及び公益財団法人による

利用であり、これも指定管理者が利益供与できるような「特定団体」ではな

い。 
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また、(5)及び(6)は、いずれも区との共催又は後援で行う事業によるもの

であるが、指定管理者との共催又は後援で行う事業の実績はなく、これも利

益供与できるような「特定団体」ではない。 
  
指定管理者が「特定団体」へ利益供与ができる余地のあるものは、(7)「指

定管理者が特に必要と認めたとき」となるが、平成 27 年度から令和２年度

のいずれの年度においても実績はない。 
  

（イ） 不当な差別的取扱いについて 

地方自治法第244条第３項が禁じる「不当な差別的取扱い」について、一

般的には、公の施設の利用に当たり、信条・性別・社会的身分、年齢等

により合理的な理由なく利用を制限し或いは使用料を減額する等は、不

当な差別的取扱いに該当すると考えられているが、上述したとおり、当

該減免の手続については、条例等に規定する手続きにより行われている。 
  

（ウ） 減免の実績報告について 

基本協定書第 22 条第５項では、３か月に一度過去３か月間の業務内容を

総括した四半期報を作成し、区に提出することが定められており、本件ＮＰ

Ｏ法人は、四半期ごとに減免の実績状況を記載した施設利用状況報告を区

に提出している。 

 

（３） まとめ 
 

以上のことから、本件監査請求については、全て理由がないものと認められ

るので、これを棄却する。 

 

 

４ 意見・要望 
 
（１）本件ＮＰＯ法人の区収支報告書について、区は、「区補助金」という科目名で

記載された欄を、「指定管理料（芸術文化普及振興事業）」と改めるよう指導す

べきところ、少なくとも５年間はこれを放置していた。 

   区は、本件ＮＰＯ法人に対し、過去に遡って過年度分も含めて修正を行い区

に提出するよう指導されたい。  
  
（２）本件ＮＰＯ法人は、平成 27 年度から平成 30 年度までの間に実施した公演事

業に係る助成金の「一般管理費」については、自主事業の収入としていた。 

本来、指定管理業務の助成金収入として計上すべきところ、本件ＮＰＯ法人

の誤った判断により、未計上であったことが判明した。指定管理料の支出に問

題はなかったとはいえ、不適切な対応であったことは明らかであり、区は、本

件ＮＰＯ法人に対し、区芸術事業収支報告書を、過去に遡って過年度分も含め

て修正を行い、区に提出するよう指導されたい。 
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